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一部改正条例案８件、廃止条例案２件を提出予定です。 

一部改正条例案（使用料・手数料関係） 

番
号 条 例 案 の 概 要 

１ 長野県県税条例の一部を改正する条例案 

令和元年台風第19号による被災者などの負担軽減を図るため、納税証明書

の交付手数料を減免できることとします。 

（公布の日から施行） 

２ 工科短期大学校条例の一部を改正する条例案 

令和元年台風第19号による被災者などの負担軽減を図るため、工科短期大

学校の寄宿料を減免又は還付できることとします。 

（公布の日から施行） 

３ 信州登山案内人条例の一部を改正する条例案 

令和元年台風第19号による被災者などの負担軽減を図るため、信州登山案

内人登録証の再交付手数料を減免又は還付できることとします。 

（公布の日から施行） 
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４ 長野県手数料徴収条例の一部を改正する条例案 

⑴ 建築士法の一部改正に伴い、二級建築士及び木造建築士の免許に必要な実

務経験の審査時期及び審査項目が変更されることにより、免許及び試験の実

施に関する事務の手数料の額を改定します。 

対象事務 改定額 現行額 
改定率

（％） 

二級建築士又は木造建築士の免許 24,400円 19,300円 26.4 

二級建築士試験又は木造建築士試験の実施 18,500円 17,900円 3.4 

 

⑵ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、建築

物エネルギー消費性能向上計画（以下「計画」という。）の認定の対象に複

数の建築物の連携による取組が追加されたことから、計画の認定に係る審査

手数料の額を定めます。  

対象事務 手数料額 

計画の認定（１つの計画に複数の建築

物が含まれる場合） 

それぞれの建築物に応ずる計画の

認定に係る手数料を合算した額 

（公布の日（⑴は令和２年３月１日）から施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築住宅課 026-235-7479 (FAX) Email: kenchiku@pref.nagano.lg.jp 
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一部改正条例案（給与関係） 

番
号 条 例 案 の 概 要 

５ 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

人事委員会勧告に基づき、給料表の改定及び獣医師に対する初任給調整手

当の新設を行うほか、所要の改正を行います。 

⑴ 給料表 

  公民較差0.08％を解消するため、若年層の給料月額を引上げ 

⑵ 初任給調整手当 

  獣医師の確保のため、採用から15年間支給 

  （１年目から５年目までは月額５万円、６年目からは漸減して支給） 

（公布の日（⑵は令和２年４月１日）から施行し、⑴は平成31年４月１日から適用） 

６ 長野県学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

人事委員会勧告に基づき、給料表の改定（若年層の給料月額の引上げ）を

行います。 

（公布の日から施行し、平成31年４月１日から適用） 

７ 長野県警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

人事委員会勧告に基づき、給料表の改定（若年層の給料月額の引上げ）を

行います。 

（公布の日から施行し、平成31年４月１日から適用） 

 

 

 

 

 

人事課 026-235-7395 (FAX) Email: jinji@pref.nagano.lg.jp 

 

教育政策課 026-235-7487 (FAX) Email: kyoiku@pref.nagano.lg.jp 

義務教育課 026-235-7494 (FAX) Email: gimukyo@pref.nagano.lg.jp 

高校教育課 026-235-7488 (FAX) Email: koko@pref.nagano.lg.jp 

特別支援教育課 026-235-7459 (FAX) Email: tokubetsu-shien@pref.nagano.lg.jp 

警務課 026-233-1367 (FAX) Email: police-keimu@pref.nagano.lg.jp 

 



 4 

一部改正条例案（その他） 

番
号 条 例 案 の 概 要 

８ 知事の事務部局の組織に関する条例の一部を改正する条例案 

県民の期待に応え、時代の要請に的確に対応し、効果的に施策を推進する

組織とするため、県民文化部が所管する国際交流に関する業務を、総合的な

政策の企画及び調整を行う企画振興部に移管します。 

（令和２年４月１日から施行） 

 

廃止条例案 

番
号 条 例 案 の 概 要 

９ 地方卸売市場等に関する条例を廃止する条例案 

卸売市場法の一部改正により、条例に委任されていた地方卸売市場に関する

事項が法律に規定されることに伴い、廃止します。 

（令和２年６月 21日から施行） 

 

10 地域農業改良普及センターの設置に関する条例を廃止する条例案 

地域農業及び中山間地域が抱える課題に迅速・的確かつ効率的に対応できる

よう地域農業改良普及センターの機能を残しつつ、地域振興局農政課と統合し

た組織に体制を整備することに伴い、廃止します。 

（令和２年４月１日から施行） 

 

 

農業政策課農産物マーケティング室 

 026-235-7393 (FAX) Email: marketing@pref.nagano.lg.jp 

農業技術課 026-235-8392 (FAX) Email: nogi@pref.nagano.lg.jp 

人事課 026-235-7395 (FAX) Email: jinji@pref.nagano.lg.jp 

 


